
チャート① チャート②

ＮＯ ＹＥＳ ＮＯ ＹＥＳ

ＮＯ 　　　ＹＥＳ ＮＯ ＹＥＳ

該当しません

　 

 　 ＮＯ ＹＥＳ
　 

チャート②へ

チャート③

ＮＯ ＹＥＳ
要介護１・２・３・４・５の認定を受けてから 申請書を受け付け後、長寿福祉課にて申請書を審査します。
紙おむつ券の申請をしてください

紙おむつ券の給付要件を満たしておられれば、締切日※の翌月（締切日を過ぎた
　　 注1：要支援１、要支援２、自立判定

　　　　　 の方は対象となりません。 場合は翌々月）分から紙おむつ券を給付します。
　　 注2：要介護認定の申請については、 ＮＯ ＹＥＳ
　  　　　 介護保険課（認定審査係） ※申請書の受け付けは毎月25日（25日が閉庁日の場合は直前開庁日）が締め切りです。

　　　　　 までご相談ください

長寿福祉課に申請書提出

該当しません

寝たきり
(寝たきりに近い状態)
もしくは認知症である

紙おむつを２４時間使用している

チャート③へ

紙おむつを２４時間使用している

該当しません

該当しません

該当しません

紙おむつサービス申請フローチャート

第１～第５段階である

６５歳以上である

状態が３カ月以上続いている

要介護１・２・３・４・５
の認定を受けている

住所と住民票が大津市にあり
自宅で介護をうけている

介護保険料の所得段階区分が

※ただし、手帳をお持ちの方は障害福祉

課から紙おむつ券を受給できる場合もあり

ますので、詳細については障害福祉課ま

でお問い合わせください

介護支援専門員、民生委員又
はあんしん長寿相談所職員にご
相談ください。

３か月経過後に介護支援専門
員、民生委員又はあんしん長寿
相談所職員にご相談ください。


